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高森町都市計画マスタープラン（案）の概要 
 

１．高森町都市計画マスタープランとは 

■計画策定の目的■ 

 

市町村都市計画マスタープランは都市計画法に基づくものであり、市町村総合計画ならびに都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針に即した、市町村の都市計画に関する基本的な方針に位置づ

けられ、住民に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映したまちづくりの具体性ある将来

ビジョンを確立し、それぞれの地区のあるべきまちの姿を定めるものです。 

 

そのため、市町村単位や様々な特徴を持つ地区から見た、きめ細かなまちづくりの方針を定め、

その方針を目指した具体的施策へとつながる市町村マスタープランの役割は非常に重要となります。 

特に高森町を含めた周辺市町村では、（仮称）リニア中央新幹線長野県駅の開業や国道 153 号バ

イパスの検討などの広域的な交通網の整備、町内では竜神大橋の供用開始やスポーツ関連施設の

整備、令和 10年（2028年）の国民スポーツ大会開催など、都市の環境がこれまでにない大きな変

化が見込まれる時期にあります。 

 

このような都市環境の変化に備え、市町村の意思を明らかにし、法的規制の根拠ともなり得る市

町村都市計画マスタープランは重要な役割を担っています。 

また、町の都市計画の方向性が明確であることは、土地利用や公園・道路整備などの都市計画事

業を実施する場合、事業の円滑な推進につなげることができます。 

以上の事項から、町の都市計画の総合的な指針となる高森町都市計画マスタープランを策定しま

した。 

 

■計画策定までの経緯■（令和5年度～令和7年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の目標年度■ 

 

令和８（2026）年度を初年度とし、概ね 20 年後の令和 27 (2045)年度を目標年度とします。 
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2．全 体 構 想 

■計画の体系■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来フレーム■ 

 

将来人口フレームとは、都市の将来像を見据え、計画的なまちづくりを進めるために設定する将

来の人口規模を示すものです。 

本計画の将来人口フレームは、「第７次高森町振興総合計画」における将来人口目標に準じ、令和

27年（2045年）の将来人口を 11,150人と定めます。 

 

 

 

 

 

  

目標年度（令和27（2045）年度） 

将来フレーム 11，150人 

まちの将来像

なりたい「あなた」に会えるまち

～日本一のしあわせタウン高森～

目指すべきまちの姿

未来へつなぐ、自然と人が調和する

コンパクトで住みやすい高森

基本方針

自然と共生する、
やさしいまち

コンパクトで、誰もが
快適に暮らせるまち

移動しやすく、
利便性の高いまち

災害に強く、
安心が続くまち

行政と町民の
連携が深まるまち
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■将来都市構造■ 

本町の都市構造は、自然地形や土地の利活用特性に基づく、面でまとまった広がりを持つ「土地

利用構成」、人々が集まる場所や生産活動のある特徴的な機能を持つ「拠点」、「土地利用構成」と「拠

点」を人の移動や活動の流れの機能を表す「軸」の骨格によって構成します。 
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３．分野別整備構想 

都市計画におけるまちづくりに関する 6つの分野における方針と具体的施策を掲げます。 

都市計画分野 基本的な考え 具体的施策の項目 

土地利用 

●自然環境を守りつつ、地域の特性に配慮した健全で快適な生活

環境の確保 

●自然的・都市的土地利用の調和を図り、秩序ある利用の推進 

●用途地域の検討によるコンパクトな市街地の形成 

●「高森町土地利用計画」に基づく適正かつ計画的な土地利用誘導 

（１）用途地域の土地利用 

（２）白地地域における高森町土地利用計画

の推進 

（３）開発・誘導・保全の段階的土地利用ゾー

ンの設定 

市街地整備 

●暮らしの安全と快適性の確保、地域の魅力と機能の維持・向上 

●土地利用の適切な誘導と交通網・インフラの計画的整備・管理に

よる効率的な都市空間の実現 

●財政負担を抑え既存資源を活用し、維持・管理を基本としたコン

パクトなまちづくり 

●市街化進展地域における特定用途制限地域や地区計画等の活

用による良好な市街地形成と生活の質の向上 

●交通ネットワーク整備・耐震化による防災力強化による活気ある

市街地の形成 

（１）都市基盤整備の推進 

（２）定住人口増進の推進 

（３）若年層の定住化推進 

（４）居住機能の充実 

（５）住宅の耐震化の促進 

（６）空き家などの適切な利用への推進 

（７）駅前の一体的整備の推進 

（８）工業団地の拡充 

（９）工業地と居住空間との調和 

都
市
施
設 

(1) 

交通・道路 

●広域的交通ネットワークの強化による地域間アクセスと経済連

携の向上 

● 町主要道路の役割・機能に基づく円滑な移動を促す整備 

● 未着手都市計画道路の見直しによる道路網の再構築 

● 起伏地形対応の多様な移動手段に配慮した安全で使いやすい

道路環境の整備 

● 自然・景観と調和した沿道環境の確保による住環境の質の向上 

● 鉄道・バスの利便性向上と新技術導入による誰もが快適に移動

できる公共交通体系の整備 

１）将来交通量への対応と広域交通網の強化 

２）都市計画道路の見直しと計画的な整備 

３）防災への配慮 

４）交通安全施設の整備 

５）駅周辺の一体的な整備 

６）公共交通の利便性の向上 

７）沿道整備 

８）骨格道路の整備方針 

(2) 

公園・緑地 

●適正な維持・管理による公園機能の持続的確保 

●緑の基本計画やグリーンインフラ推進計画を視野に入れた森林・

段丘林など豊かな自然環境の保全・活用 

●憩いの場となる公園・緑地の確保と街路樹・遊歩道整備による水

と緑のネットワーク形成 

１）広域的な公園の機能充実 

２）既存公園の計画的な維持・管理 

３）市街地における緑化の保全と調和 

４）公共施設・道路沿いの緑化強化 

５）河川の水辺の活用 

６）水と緑の遊歩道の形成 

(3) 

上下水道 

●住民の健康を守る安全・安定した良質な水の供給と生活環境向

上、災害時の水源確保 

●集中豪雨時の浸水被害軽減をはじめ防災面での重要な社会基

盤としての機能向上 

（１）安全で安定した良質な水の供給 

（２）下水道 

（３）適正な維持管理の推進 

景観形成 

●多様な景観資源の保全と持続可能なまちづくり 

●自然と暮らしが調和する景観形成の推進 

●住民が誇りを持てる美しい景観の創出 

●町民と事業者の連携による景観意識の向上と地域ぐるみの景観

まちづくり促進 

（１）自然景観の保全と育成 

（２）歴史文化の継承 

（３）農業の振興と田園景観の保全 

（４）おもてなしと暮らしのまちづくり 

都市防災 

●町民の生命と財産を守る安全で快適な生活の確保に向けた総

合的な防災体制の確立 

●「高森町地域防災計画」や「国土強靭化地域計画」に基づく災害に

強いまちづくりの計画的な施策展開 

（１）都市防災機能の強化 

（２）土地利用の規制誘導 

（３）既存建物の安全対策 

（４）自然災害対策 

（５）住民防災力の向上 

脱炭素の 

まちづくり 

●「2050カーボンニュートラルアクションプラン」に基づく持続可

能で低炭素なまちづくりの実現 

●コンパクトシティ形成と公共交通の充実による CO2排出増加抑

制する都市構造への転換 

●公共事業へのグリーンインフラ導入による気候適応力向上と自

然環境との調和 

（１）集約型都市構造への転換 

（２）公共交通機能の充実 

（３）省エネルギー性能の高い建築物の普及 

（４）森林保全 
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4．地域別構想 

地域別構想の地区の区分は、町の成り立

ちや自然的・社会的・文化的・歴史的要因を

踏まえ、既存のコミュニティのまとまりを形

成する７つの区とします。 

 

地域ごとに自然環境や産業、住民ニーズ

などの特性に応じた個別の構想を立てるこ

とで、全体計画の中でよりきめ細かく効果

的な施策を進められるよう配慮します。 
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■吉田区■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■下市田区■ 
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■上市田区■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■牛牧区■ 
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■大島山区■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出原区■ 

 

 

 




